
許可期間の更新申請方法

◆申請の流れ

許可期間満了日の

30 日前までに提出

郵送での手続きを希望の場合は

返信用封筒を提出してださい。

急ぐ場合は、 銀行等の領収書を

都市計画課へ提示してください。

(ＦＡＸ、 E-mail 可）

許可期間は２年間です。

( 例外もあります。）

屋外広告物許可等申請書提出

( 正本・副本・添付書類）
手数料

納　付

屋 外 広 告 物

適 正 管 理

手数料算定

納付書発行

書類審査・通知

許可 or 不許可

◆提出書類 （● : 必須　○ ： 該当する場合のみ）

提　出　書　類

①屋外広告物許可等申請書 ( 正本・副本）

②別 紙

③屋外広告物自己点検結果報告書

④安全点検結果報告書※1

⑤委 任 状（要：委任者の印鑑）

⑥付近見取り図

⑦カラー写真

⑧土地・物件使用の承諾書（写し）

⑨返信用封筒 2 枚※2

様式第１号

様式第２号

別記様式

（任　意）

（任　意）

備　　　　考

屋外広告物の安全点検実施要綱に該当する場合のみ

手続きを委任する場合のみ（3 か月以内に作成したもの）

主要道路、公共施設等の記入のあるもの

３か月以内に撮影したもの

自己所有・管理以外の土地、物件に掲示する場合のみ

窓口にて受け取りを希望される場合は不要
（受け取りは、申請者または受任者のみ可能）

⑩広告物を追加される場合は、新規の許可申請と同じく次の書類も必要です。

　・広告物等の形状、材料および構造に関する仕様書及び構造図

　・広告物の色彩および意匠ならびに表示面積を明らかにした模写図

　・兵庫県屋外広告業者登録証（写し）

　〈建築物を利用する場合は、上記にあわせ、次の書類も必要です。〉

　・立面図 ( 広告物等の位置、面積、壁面面積、高さ等がわかるもの）

　・断面図、配置図 ( 広告物の設置位置がわかるもの）

　・既存広告物の模写図、カラー写真

※１「④安全点検結果報告書」は、対象広告物等には添付が必要です。有資格者による安全点検を実施してください。

　　詳細は、「有資格者による安全点検が必要です」をご覧ください。

※2 返信用封筒（宛名記載：申請者または受任者宛）

　　・納付書返送用　　　　　　　　　　　長形３号封筒推奨　 110 円切手貼付　　　　　　　   

　　・副本・屋外広告物許可証返送用　　　角形 2 号封筒推奨   180 円切手貼付 ( 重量によっては２70 円以上）

◆前回の許可に条件が付されている場合
・前回条件を満たした状態で許可期間の更新を行って下さい。

・是正されていない場合は、許可ができない場合がありますので、至急担当と協議してください。

書類作成方法は、裏面を参照。

納入確認

申
請
者

伊
丹
市

書類補正
（必要に応じて）

書類に不備がなければ 5 ～ 10 日程度　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ～ 3 日程度
（休庁日、郵送等の日数は含んでいません）

様式名

別　紙



様式第１号 (第２条関係）

　正本

年 月 日

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地）

〒

氏名　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話

　伊　丹　市

）

）

電子メール

で

〒

電話

　別紙のとおり

円

（ ） 年 月 日

第 号

山路を登りながら

備考
　１　所定の欄に記入の上、該当事項を○で囲んでください。

　２　はり紙、はり札、アドバルーン、立看板、広告旗にあっては、別紙を提出する必要はありません。

縦（ｍ）

　　　　年　　月　　日　から　　　年　　月　　日　まで

年 月 日

広告幕　　立看板　　広告旗　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

は管理予 氏　　名

管理者又 住　　所

指定道路区間等から視認できないもの　

横（ｍ）

から

広  告  物  の  区  分

はり紙　　はり札　　看板　　広告板によるもの　　広告塔によるもの　　アーチによるもの　　宣伝車

アドバルーン　　電柱利用広告物　　街灯利用広告物　　標識利用広告物　　車体利用広告物

伊 丹 市 長 様

合計面積(㎡） 数　 量

広
告
物
等
の
種
類

屋上を利用するもの　　 壁面を利用するもの　　 壁面より突出するもの 　　自己の敷地内に建植え

するもの　　 自己の敷地外に建植えするもの(一般的なもの／道標 ・ 案内図板等（特定区域内　・

表示・設置場所が許 特定区域外））　　 柱を利用するもの　　 街灯を利用するもの　　バス停留所標識を利用するもの　　

可地域等であるもの 消火栓標識を利用するもの　　アーチを利用するもの　　アーケードを利用するもの　自動車に

表示するもの　垣又は塀を利用するもの　　広告幕 　アドバルーン　 広告旗　　置看板

止地域等であるもの

申請者

新
　
規

更
　
新

面　 数

屋 外 広 告 物 条 例 の 規 定 に よ り、次 の と お り許 可 （許 可 の 期 限 の 更 新 ） を 申 請 し ま す 。

表  示 　・ 　設 置 場 所

兵庫県屋外広告物条例では、申請者の住所（事業者等の住所）が県外にある場
合、県内に住所を有する管理者を置くことが義務付けられていますので、管理者を
変更し、適正な管理を行ってください。

許可の期間

そ　   　の　   　 他

※

受

付

欄

※

許

可

状

況

許可年月日

許 可 番 号

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表示・設置場所が禁

広  告  物  の  規  模

自家用広告物等　　道標・案内板等 　　案内誘導のためのもの 　　自動車に表示するもの　　

　　 定者 担当部課 （　　　　　）　　　　-

表  示  ・  設 置 期 間 年 月 日

３　※印のある欄は、記入しないでください。

正・副本の※欄と許可状況は
記入しないでください。

別紙

(名称　　　　　　　　　　　 ｍ

(名称　　　　　　　　　　　 ｍ

(名称　　　　　　　　　　　 ｍ

(名称　　　　　　　　　　　 ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎞

(場所 ｍ

(場所 ｍ

色　数 色

使用する地色の彩のマンセル値

使用する文字、図柄等の彩度マンセル値

彩度の高い色の色数 色

地色への彩度の高い色の使用割合 1/2超

ネオンサイン等の使用 有

有

ＬＥＤサインの使用 有

光源の点滅・動き・輝度の変化 急速 急速でない

広告物等の既表示面積（Ａ） 　 ㎡

今回表示面積（Ｂ） 　 ㎡

表示面積の合計（Ａ＋Ｂ） 　 ㎡

表示数量の合計 　

建築物の壁面合計面積（Ａ） ㎡

総表示面積の限度（Ａ×１/２） ㎡

広告物等の既表示面積 ㎡

今回表示面積 ㎡

㎡

法令名

法令名

着手予定

完了予定

交通信号機又は踏切からの
距離

）から

）から

広告物等の下端の道路面からの高さ

案内誘導のための広告物等の誘導距離

ネオンサイン等

建築物の高さ（Ａ）

広告物等の高さの限度（Ａ×　　／　　）

広告物等の高さ

無

許可地域等に係る用途地域
の種別

第一種低層住居専用地域　　　　　 第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域　　　　 第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域　　第二種住居地域　　準住居地域　　近隣商業地域

商業地域　　準工業地域　　工業地域　　その他（　　　　　　　　　　　　　）

第　　　　　　　　　　種禁止地域等 条例第４条第１項第　　　　　　　号

屋上を利用する広告物等の
高さの限度

壁面を利用する広告物等の
利用割合の限度

1/2以下

広告物等の既表示面積

壁面面積（Ａ）

表示面積の限度（Ａ×１／５　　）

色　彩

交 通 信 号 機

踏 切

広告物等の上端の地上からの高さ

第１種低層住居専用地域、第２
種低層住居専用地域又は風致地
区の境界線からの距離

１００ｍ以内 １００ｍ超

指定道路等からの距離

禁止地域等の種別

(表示内容

高 速 道 路 等

一 般 道 路

鉄 道 等

河 川 等

)から

前 回 許 可

変 更 等 の 内 容

備　考　１　所定の欄(受けようとする許可等に必要な物に限る。)に記入の上、該当事項を〇で囲んでください。

　　　　２　「壁面面積」及び「建築物の壁面合計面積」には、壁面のうち、地上から商業系地域にあっては５２メートル、

　　　　　　その頬化の地域にあっては４７メートルまでの高さの部分の壁面面積を記入してください。

  　　年　　　月　　　日 第　　　-　　　　号

　　　　３　マンセル値が不明の時は、色見本を添付してください。

工 事 期 間
日以内

日以内着手の日から

許可の日から

施設等から

ネオン管の露出しているネオンサインの使用

同一敷地内における自家用
広告物等以外の広告物等の
表示面積

１建築物における総表示

面積の限度

の合計等

自家用広告物等の表示面積

無

広告意匠設計者

要　 不要

住 所

氏 名

氏 名

住 所

      　　年　　月　　日 第　　　号

      　　年　　月　　日 第　　　号

屋外広告業登録番号(第　    　号)

 電話　（　　　　）　　　－　　　　

 電話　（　   　）        -
工 事 施 工 者

他法令による許可、届出等

枚(基、個)

無

無

無

)から

)から

)から

)から

今回の表示面積

隣 接 広 告 物 等

前回申請情報

管理者は、県内に住所を
有する者の住所を記載
して下さい。

（店舗の住所・店長等
でも可）
      

令和 6（2024）年 10 月（改訂）

屋外広告物許可等申請書

広告物の規模が
枠内に記入でき
ない場合は、「別紙」
と記入後、任意で
書類を作成し添付
してください。

該当する種類に
〇をする。

住所を記載。
住居表示が不明な
場合は地番でも可。
表示がわかり次第
変更してください。

申請書を作成した日

土地・物件使用の承諾書

掲出物及び場所のカラー写真

申請地・地図

委任状

※安全点検に関わる写真

※安全点検結果報告書

自己点検結果報告書

屋外広告物許可等申請書

別　紙

正本

土地・物件使用の承諾書

掲出物及び場所のカラー写真

申請地・地図

委任状

※安全点検に関わる写真

※安全点検結果報告書

自己点検結果報告書

屋外広告物許可等申請書

別　紙

副本

◆書類作成方法 （図の並び順で提出してください）※安全点検結果報告書は、該当の場合のみ。対象広告物ごとに作成

□日付の記入が必要な欄は、すべて記入しましたか

□正本・副本それぞれに書類を添付しましたか
　（添付書類は 2 部必要です）

□現状写真は 3 か月以内に撮影されたものですか

□委任状（必要な方のみ）に、委任者の印鑑は
　ありますか

□返信用封筒に
　①宛先（申請者または受任者宛）を記入しましたか
　②切手を貼付しましたか
　③2 枚（納付書用、許可証用）ありますか

□安全点検結果報告書（必要な方のみ）は、
　広告物ごとに作成しましたか

前回申請情報（看板内容）
申 請 者

許 可 内 容

看 板 内 容 等

住所

事業者名

申請者（氏名）

表示・設置場所

許可年月日

許可番号

用途地域

広告合計面積

許可の条件

備考

許可始期

許可終期

広告数合計

兵庫県伊丹市千僧1-1

伊丹市役所株式会社 代表取締役 伊丹 太郎

伊丹市千僧1-1

令和1(2019)年5月1日

10-000

令和1(2019)年5月1日

令和3(2021)年4月30日

★

問合せ ・提出先
伊丹市役所 都市活力部 都市計画課 都市景観担当

〒664-8503

伊丹市千僧 1 丁目 1 番地（4 階　N-100 窓口）

　TEL ： 072-744-2262

　FAX ： 072-784-8048

　電子メール：toshikeikaku@city.itami.lg.jp

チェックリスト
（特に注意いただきたいこと）
チェックリスト
（特に注意いただきたいこと）

正本（副本）

別 紙 前回申請情報（更新案内に入っています）

□屋外広告物を撤去された場合は、

　「屋外広告物除却 （滅失） 届」

□申請者や管理者の情報に変更がある場合は、

　「屋外広告物表示 ・ 設置者 （管理者） 変更届」

□自己所有・管理以外の土地や物件に広告物を

　掲示する場合は、

　土地 ・ 物件使用の承諾書　　を提出してください。

市ホームページで様式のダウンロードも可能です。

　伊丹市　屋外広告物許可等申請書

　で検索してください。

必要箇所は、すべて
記入してください。

★前回許可欄は、
　必ず記入してください。

広告物の数が多い等の
理由で記入出来ない
場合は、該当の欄に

「別紙」と記入し、
図面などに示して下さい。
      


